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Reconstruction Agency
福島復興再生基本方針（平成24年7月13日閣議決定）の概要（骨子）

≪第１部 原子力災害からの福島の復興及び再生≫

第１ 原子力災害からの福島の復興及び再生の意義及び目標に関する事項

１ 意 義 ～「福島の再生なくして、日本の再生なし」～

≪第２部 避難解除等区域の復興及び再生≫

第２ 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために政府

が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項

１ 避難解除等区域等の復興及び再生の道すじ

２ 政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項

３ 課税の特例

４ 居住の安定確保

５ 将来的な住民の帰還を目指す区域の復興及び再生に

向けた準備のための取組

６ 避難解除等区域復興再生計画の策定手続き

２ 目 標

３ 基本理念・基本姿勢

≪第３部 福島全域の復興及び再生≫

第３ 安心して暮らすことのできる生活環境の実現のために
政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項

第４ 産業の復興及び再生の推進のために政府が着実に
実施すべき施策に関する基本的な事項

第５ 産業復興再生計画の認定に関する基本的な事項

第６ 先導的な施策への取組の重点的な推進のために政
府が着実に実施すべき施策に関する基本的事項

第７ 重点推進計画の認定に関する基本的な事項

第８ 関連する東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な
推進に関する施策との連携に関する基本的な事項

第９ その他福島の復興及び再生に関し必要な事項



復 興 庁

Reconstruction Agency
福島復興再生基本方針（平成24年7月13日閣議決定）の概要（第１部）

第１部 原子力災害からの福島の復興及び再生

意 義 ～福島の再生なくして、日本の再生なし～

第１ 原子力災害からの福島の復興及び再生の意義及び目標

●今般の深刻かつ特殊な原子力災害は、県・市町村の力を大きく超え、
福島に重大な制約を与えるもの。国として真摯に、かつ厳に重く受け
止める必要
⇒法においても、原子力政策を推進してきた国の社会的責任が改め
て確認、明記

・福島の復興・再生は一地域の問題ではなく、活力ある日本の再生に不可欠な要素
・福島の復興・再生は国政の最重要課題。国は、今般の深刻な事態の記憶と教訓
を風化させることなく、福島の住民に寄り添い、責務を真摯に総力で実行

①安全・安心な生活環境の実現

②地域経済の再生

③地域社会の再生

目 標 ～国は、県と市町村と一体となって
『目指すべき福島の姿』と『新生ふくしまの創造』の実現を推進

※国は、福島県の掲げる福島県において原子力発電に依存しない福島の社
会づくりを目指すとの理念を尊重し、原発事故の一日も早い非常事態宣言
終結に全力で取り組む。

基本姿勢 ～国は、法に定める基本理念に則るとともに、
以下の基本姿勢で責任を持って臨む

① 福島県全域と避難解除等区域等という二つの観点

からの取組の推進

② 原子力災害を受けた福島の特殊な諸事情を踏まえた

総合的かつ迅速な取組

③ 原子力に依存しない福島の社会を目指すとの理念の

尊重・先導的な取組の推進

④ 福島の未来を担う人材の育成と国内外の知見の集積

⑤ 長期にわたる財源の確保と国、福島県、県内市町村

等が一体となった取組

←特に、避難解除等区域等は、原子力災害の影響が最も
大きく、復旧・復興に長時間を要する状況にあり、これに
適切に対応できるよう十分な配慮



復 興 庁

Reconstruction Agency
福島復興再生基本方針（平成24年7月13日閣議決定）の概要（第２部）

◎避難解除等区域復興再生計画（国作成）で復興及び再生の道すじを明示

第２ 避難解除等区域等の復興及び再生

○国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的責任を踏まえ、この地域で暮らしていた住民に責任を持って向き合い、この地域の市町村の
復興・再生を、責任を持って進める。

○帰還困難区域・居住制限区域を含むこの地域全体が、再び安全で安心して住むことができ、帰還を望む者が皆帰還し、若い世代が帰還する意欲を持
てるよう、責任を持って対応。

産業の復興及び再生

ァ 農林水産業
（除染、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、生産基盤・検査体制、情報開示、地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ再構築等）

ィ 商工業
（除染、金融支援、新規立地・増設、県外流出防止、事業再開支援、新産業集積等）

ゥ 雇用
（基金を活用した雇用創出、職業指導・紹介、本地域の新たな仕事の職業訓練等）

●原子力発電所及び関連産業に従事していた多くの住民が働く場を失っており、既存
産業の再開支援による産業基盤回復と新たな雇用の受け皿となる先導的産業の充実。

道路・港湾・海岸その他の公共施設の整備
●被災施設等の速やかな復旧、市町村の復興・再生のための必要な施設等の整備。

～常磐道の早期復旧及び完成に向けた取組

～ＪＲ常磐線の早期全線回復を確実に進めるよう適切な指導・技術的支援

～東北中央自動車道の早期整備、国道６号の機能回復・強化

～浜通りと中通りを東西に連絡する幹線道路の整備再開

～小名浜港の整備促進、福島空港の防災機能・物流機能の在り方検討への協力等

～交通安全施設の復旧、復旧・復興のための公共工事の国による代行

～放射線からの安全・安心の確保、上下水道等、廃棄物処理、医療・福祉、教育・ 保育、
防犯・治安、民間サービス、防災対策等

生活環境整備・居住の安定確保

第２部 避難解除等区域等の復興及び再生

将来的な住民帰還を目指す区域の復興・再生の取組

～地方公共団体ごとに帰還時期の目標設定の協議
～応急仮設住宅の供与期間の延長、行政情報の提供や交流確保、避難先での就職支援、

就学確保、避難者と避難先との地域コミュニティの形成
～健康管理、心のケア、医療・福祉サービスの確保、インフラ等の適切な管理、営農再開へ

の取組、教育施設整備等
～移転して業務を行う地方公共団体や、避難者を多く受け入れ、本区域の復興・再生の拠

点となっている地方公共団体のサービスの円滑な提供の確保

●福島の復興は、双葉郡を始めとする地域の復興がなければ終わるものではなく、国
は、当該地域においても、避難解除等区域に準じて、真摯に総力を挙げて実行。

●生活環境の整備に関する事項を計画において定め、県・市町村等と連携して
着実に推進。

●住民の帰還を円滑化するため、公共施設や公益的施設の機能を回復させる
事業（点検、清掃、職員確保、交通手段の運行等）を国の責任と費用負担で実施。

●入居要件緩和等の公営住宅法の特例や、避難先での住宅購入に対する融資の
特例等、居住制限者等の居住安定確保のための居住安定協議会等。●避難解除区域における課税の特例（事業用設備等への投資、雇用促進）

○避難先における避難者の支援やコミュニティ及び治安の維持・確保を図るとともに、避難先に残る者にも適切に対応。
○ふるさとへの帰還に際して、帰還する住民の安全の確保と、地域の課題や住民の不安を一つ一つ取り除く。

○復興再生計画の策定、住民意向調査実施、町外コミュニティの議論円滑化と尊重、課題の整理と法制上の措置
～自主性・創意工夫の活用、自然・文化的条件に配慮、避難者の受入地方公共団体の機能確保、住民の意向反映等

復興及び
再生の課題

基本的
考え方

復興及び
再生の進め方



復 興 庁

Reconstruction Agency
福島復興再生基本方針（平成24年7月13日閣議決定）の概要（第３部①）

第３部 福島全域の復興及び再生

※原子力事故の一日も早い非常事態宣言の終結に全力
※長期的目標として追加被ばく線量年間１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ以下を目指す

福島で安心して子どもを生み
育てることができる
生活環境の実現

特定避難勧奨地点や
自主避難者にも配慮

（主な施策）
＜健康管理調査、検査体制等＞
⇒甲状腺がん検診等の健康管理調査、検査機器の整備、検査体制整備、ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定、検査結果の公表
＜除染、子どもの環境改善等＞
⇒長期的な目標として年間追加被ばく１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ以下を目指す対策、迅速かつ確実な除染、森林除染の早期検討・方針、

仮置場・中間貯蔵施設の誠実な協議、学校の環境改善の推進、学校給食検査等
＜研究開発、理解の増進等＞
⇒研究開発拠点整備、IAEA等国際機関誘致、ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ推進、放射線教育等
＜教育、福祉その他＞
⇒教職員加配、ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ等派遣、医療機能の維持、子どもの遊び場確保、下水汚泥等廃棄物等の適正処理、生活
環境の放射能物質濃度測定、飲料水の安全性確保等

健康上の安全確保と不安解消

国民の信頼回復の取組

地域経済の活性化
雇用の安定・拡大

企業の流出防止新規立地促進
首都圏への

電力供給基地

国内有数の
農林水産業
商工業の拠点

●震災前の福島は

第４・５ 原子力災害からの産業の復興と再生 ◎産業復興再生計画（県が作成ー国が認定）で工程を明示

風
評
被
害
の
回
復
に
万
全
を
期
す

放
射
性
物
質
の
直
接
被
害
に
対
処

一体的かつ総合的な取組

（主な施策）
●規制の特例
～福島ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの再生
～観光の再生
～再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ等

●復興特区法の特例
～課税の特例を含む

復興推進計画を、
全県で策定可能

●産業の復興・再生
～農林水産業の復興・再生

⇒除染、検査体制整備、生産基盤整備、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ等
～中小企業の復興・再生

⇒経営相談、販路開拓、業務拡大支援等
～職業指導等

⇒求人確保、就職支援、職業訓練、基金の活用等
～観光の振興等

⇒ﾆｭｰﾂｰﾘｽﾞﾑ、国際協議・会議、復興庁の調整等
～風評被害対策その他

⇒ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ継続、国内外PR，地場産業販路拡大等

第３ 安心して暮らすことのできる生活環境の実現

◎重点推進計画（県が作成ー国が認定）で工程を明示

再生可能エネルギー
の可採量大

医療機器部品・製品
の有数の生産県

関
連
産
業
の
集
積
の

実
績
を
い
か
す

情報通信分野で
産学官協同の取組

●福島のポテンシャル 未来志向の抜本的な
復興及び再生の実現

国際競争力の強化に寄与

福島の新たな魅力や
強みを生み出す

福島を我が国を
リードするフロンティアに

第６・７ 新たな産業の創出と国際競争力強化

（主な施策）
●中小企業基盤整備機構の管理する工場用地
の無償譲渡

●企業立地促進のための基金事業の計画的・効
率的な執行・運等、事業 の着実な実施や運用
の弾力化を含め、企業立地促進等のための施策
について福島県と引き続き協議

●工業団地整備、ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ創出、法令上の手
続円滑化・迅速化等

※福島研究開発・産業創造拠点構想（案）
～バイオマスなど再生可能資源の技術開発
、浮体式洋上風力発電の研究・試験の強化・
機能集積による関連産業の創出、スマートコミュ
ニティ・先端的太陽光発電事業等の実証等

～放射線医学・最先端診断や医薬品等の開発拠
点整備、医療機器・ロボット等の開発実証、安全
対策等を通じて医療関係産業の集積・振興を
図り、拠点形成を目指す

～除染技術の開発や技術的な助言、放射線物質
の動態・影響等の解明、廃炉の研究開発等



復 興 庁

Reconstruction Agency
福島復興再生基本方針（平成24年7月13日閣議決定）の概要（第３部②）

第３部 福島全域の復興及び再生

●復興特区法に基づく施策との連携、

法テラスによる原発被災者支援

●本法に基づく施策と子ども・被災者生活支援法に
基づく施策とあいまって、最大限に効果が発揮される
よう、適切な配慮

【施策推進のために必要な措置】

①避難者の生活安定のための措置

②将来健康被害が生じた場合の措置

③再生可能エネルギー開発等への財政措置、

電源立地地域対策交付金を辞退した趣旨を

踏まえた財政上の措置の検討

④復興交付金等の活用、新たな

措置の検討

⑤各種基金等に係る財置

⑥復興大臣の適切かつ迅速な勧告

※ 被災者への迅速、公平かつ適正な賠償を促進。救済の実情を踏まえ、
必要な施策の追加・見直し等

【その他の措置】

・政府における推進体制、施策のフォローアップ

・国と福島県及び市町村の一体感を持った連携

・福島復興再生協議会の設置と協議結果の尊重

・知事による基本方針の変更提案、方針の策定・変更の際に具体的に

盛り込むに至らなかったものも結論が出たものから補足となる方針として

とりまとめ

・課税の特例を含めた法見直し

（必要な場合は、法施行後３年を待たずに迅速に見直し）

第８ 関連する施策との連携

第９ その他福島の復興及び再生に関し必要な事項


